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Ｚ世代の新入社員の意識～リクルート 

マネジメントソリューションズ調査より 

毎年、新入社員の受け入れ時には、人事担当

者や管理職から世代間の違いに悩む相談が増えま

す。株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

は、新入社員導入研修受講者 525 名（調査１）、

新入社員向け e ラーニングサービス受講者 1,672

名（調査２）に対し、「新入社員意識調査 2022」を

実施し、その調査結果を公表しました。調査は

2010 年より毎年実施し、その結果を踏まえて「新

入社員の特徴」の分析と「新入社員を生かす」という

視点で考察を行っています。 

◆「働くうえで大切にしたいこと」は、「仕事に必要な

スキルや知識を身につけること」 

「働いていくうえで大切にしたいこと」については、

「仕事に必要なスキルや知識を身につけること」がトッ

プ（49.0％）で、10 年前と比較し 11.5 ポイント UP

しています。 

「周囲（職場・顧客）との良好な関係を築くこと」が

過去最高（45.0%）で昨対比 5.0 ポイント UP、10 年

前と比較し 6.2 ポイント UP しています。 

一方、「何があってもあきらめずにやりきること」「失

敗を恐れずにどんどん挑戦すること」「会社の文化・

風土を尊重すること」などは過去最低となっていま

す。 

◆仕事・職場生活をするうえでの不安は、「仕事に

ついていけるか」がトップ 

仕事・職場生活をするうえでの不安については、

調査開始以来「仕事についていけるか」がトップ

（63.8％）で、10 年前との比較では 0.7 ポイント UP

しています。 

◆10 年の経年比較から見えてきたＺ世代の新入社

員の特徴 

「仕事をするうえで得意なスタンス」は「相手基準」

と「協働」の選択率が高く、「不安・苦手意識がある

けど大事、意識して取り組みたいスタンス」は「自発」

と「試行」の選択率が高いことがあげられます。 

「上司に期待すること」としては、「相手の意見や

考え方に耳を傾けること」「職場の人間関係に気を

配ること」が過去最高となりました。 

 

コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付が始

まります 

◆国内旅行者数はコロナ前にほぼ回復 

 株式会社ＪＴＢが７月７日にまとめた旅行動向見

通しによれば、国内旅行人数は 7,000万人で前年

比 175％、2019 年比 96.7％まで回復してきていま

す。一方、７月 11日時点の新規感染者数は

37,143 人と、１週間前の 16,805 人と比較して２倍

以上に増え、第７波が始まっているともいわれていま

す。 

◆ワクチン接種証明書が必要になったら？ 

 こうしたなか、旅行や帰省などで遠方に出かける場

合に接種証明書の提示が必要とされる可能性があ

ります。 

 接種証明書は、接種を受けた際に住民票のある

市町村への申請のほか、マイナンバーカードを持って

いる人は、国の新型コロナワクチン接種証明書アプリ

で入手できます。 

◆７月下旬よりコンビニ交付も開始 

 さらに７月下旬からは、マイナンバーカードを持って

いる人は、全国約５万 6,000 の公的証明書等の交

冨労務管理事務所便り 
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付サービスを行っているコンビニでも入手できるように

なります（発行手数料 120円）。 

 これは、スマートフォンを持っていない人や土日等に

紙の接種証明書が必要とされる場合、転居により

複数の市町村で接種を受けた場合の対応など、ア

プリではカバーできない部分の利便性向上のために

開始されます。 

◆海外渡航用の入手も可能 

 海外渡航に際し、接種証明書が入国時に有効と

認められる国・地域は、102 カ国・地域となっていま

す（2022 年３月 24日時点）。 

 今後、海外旅行や出張などの機会も増えると見

込まれていますが、海外渡航用の証明書も、アプリ

やコンビニ交付で入手可能となります。 

 ただし、マイナンバーカードにパスポート情報が登録

されている必要がありますので、ご注意ください。 

 

新型コロナに係る傷病手当金の支給に 

関するＱ＆Ａが改訂されています 

 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の

支給に関するＱ＆Ａ」が改訂され、新たに７つのＱが

追加されました。例えば、次のようなものです。 

〇被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（いわゆ

る後遺症）の療養のため、労務に服することができ

ない場合、傷病手当金は支給されるのか。 

 ⇒傷病手当金の支給対象となりうる。 

〇被保険者の検査は実施していないが、同居家族

が濃厚接触者となり有症状になった場合等にお

いて、医師の判断により当該被保険者が新型コ

ロナウイルス感染症に感染していると診断されたた

め、当該被保険者が労務に服することができない

場合、傷病手当金は支給されるのか。 

 ⇒傷病手当金の支給対象となりうる。 

 ほかにも、 

〇傷病手当金の支給申請にあたり、保健所等が発

行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要

か 

〇傷病手当金の支給申請関係書類として「宿泊・

自宅療養証明書」が提出された場合に、これを

医師の意見書として取り扱ってよいか 

〇被保険者が、新型コロナウイルスの治癒後にも、

事業主から感染拡大防止を目的として自宅待

機を命じられたため労務に服することができない場

合、当該期間について、傷病手当金は支給され

るのか 

〇事業主から自宅待機を命じられていた期間中に

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病

手当金の待期期間の始期はいつか 

〇海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師

の意見書を添付できない場合は、何をもって労務

不能な期間を判断すればよいか 

といった事項について回答が示されています。 

 それぞれの内容が細かくて難しい点もあるので、従

業員から相談があった際には弊所までご相談くださ

い。 

 

8月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局ｏｒ銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31日 
○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局ｏｒ

銀行］ 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第

２期分＞［郵便局ｏｒ銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局ｏｒ銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 


